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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社グループは企業活動を支えるすべてのステークホルダーの利益を重視しており、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の重要課題として位
置付けております。そのために、当社の企業理念である「感謝と喜び」を実現し、企業価値の永続的な増大を図るとともに、経営の健全性及び透明
性の確保に努めております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社はコーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

当社におけるコーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示内容は以下のとおりです。

【原則１－４、補充原則１－４－１、補充原則１－４－２　政策保有株式】

当社では、株式の政策保有に関する方針及び政策保有株式の議決権行使の基準を以下のように定め、運用しております。

（政策保有に関する方針）

当社は、良好な取引関係の維持発展並びに新事業における将来の取引や業務提携の可能性等を勘案し、政策保有株式を保有します。また、当
社の取締役会において、政策保有株式について保有目的、株価変動リスク等を検証し、保有継続に合理性がないと判断した保有株式については
縮減を進めます。 当社は、政策保有株主から株式売却の意向が示された場合には、当該株主の意向を尊重し、その売却等を妨げません。 当社

は、取引先が政策保有株主であるか否かにかかわらず、経済合理性を十分に検証しており、政策保有株主である会社との取引においても経済合
理性を欠くような取引は行いません。

（政策保有株式の議決権行使の基準）

当社は、政策保有株式の議決権行使にあたっては、提案されている議案について、株主価値の毀損につながる議案でないかを確認します。ま
た、議決権の行使について政策保有株主である会社の状況等を勘案のうえ、必要がある場合には当該会社に議案の趣旨を確認し、議案に対す
る賛否を判断します。

【原則１－７ 関連当事者間の取引】

当社では、取締役及び取締役が実質的に支配する法人との競業取引及び利益相反取引は、取締役会での審議・決議を要します。

関連当事者間取引について、経理部門が定期的に確認を行うとともに、監査役及び会計監査人が監査を行うこととし、監視を強化しております。

また、これらの関連当事者間の取引が生じた場合には、必要に応じて会社法・金融商品取引法の関連する法令や証券取引所が定める規則に
従って開示します。

【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社では、現在、企業年金を運用していないため、アセットオーナーには該当しておりません。

【原則３－１　情報開示の充実】

（ⅰ） 企業理念及び経営計画について、当社ウェブサイトや決算説明資料等において開示しております。これらの情報については、英語による開

示も行っております。

企業理念https://www.broadleaf.co.jp/company/philosphy/

経営計画https://www.broadleaf.co.jp/company/strategy/

IRライブラリーhttps://www.broadleaf.co.jp/ir/library/

（ⅱ）当社は企業活動を支えるすべてのステークホルダーの利益を重視しており、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の重要課題として位置付
けております。そのために、当社の企業理念である「感謝と喜び」を実現し、企業価値の永続的な増大を図るとともに、経営の健全性及び透明性の
確保に努めております。

（ⅲ）取締役の報酬については、透明性、公正性及び客観性を確保し、経営目標に対する個人業績を客観的に評価するプロセスを通じて、業績に
連動しない基本報酬と業績目標の達成度によって変動する業績連動報酬で構成され、報酬の水準については、同業種や同規模の事業会社の報
酬額等を比較検討し、決定しております。 また、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、株主総会において報酬の限度

額を決議し、その限度額内での報酬額の決定に関しては、取締役会が指名した社外取締役により構成される評価報酬委員会に一任されておりま
す。

（ⅳ）当社では、取締役候補者、監査役候補者の選任に際し、以下の方針に基づき、取締役会において当該候補者の選任理由及び妥当性を確認
しております。取締役については、当社事業に関連する業界を含む幅広い分野について専門的知識や豊富な経験を有する人材又はコンプライア
ンス機能及び経営者に対する監督機能の強化に資する適切な人材を登用するという考え方に基づき選任しております。監査役については、様々
な分野に関する豊富な知識、経験を有する者で、中立的・客観的な視点から監査を行うことにより、当社の内部統制システム、コンプライアンス機
能、危機管理体制、経営監督機能の強化等に資する適切な人材を登用するという考え方に基づき、監査役会の同意のもとに選任しております。

また、経営陣幹部に関しましては、当社の経営方針、事業環境、事業内容及び経営状況を深く理解し、取締役会で定めた重要戦略等を強いリー
ダーシップを発揮しながら、適切に実行できる経験と能力を有した人材を選任し、取締役会で決定しております。 なお、会社業績等の評価を踏ま

え、明らかにその機能を発揮していないと認められるような場合や、法令違反等があった場合には、社長や他経営幹部の解任及び代表取締役の



解職について取締役会にて決定されます。

（ⅴ）取締役、監査役ならびにその候補者の選解任理由に関しましては、株主総会招集ご通知に記載しております。

【補充原則４－１－１ 経営陣に対する委任の範囲】

当社では、取締役会の決議をもって決定すべき事項を取締役会規程で定めており、株主総会関係及び株式、社債に関する事項、株主総会の決
議により委任を受けた事項、取締役に関する事項、計算書類、配当関係、経営計画及び予算に関する事項、組織、制度及び人事に関する事項、
その他重要な業務の執行に関する事項、当社グループに関する重要な事項、その他の事項について、会社法等の法令に定める事項及びこれに
準ずる重要事項について、取締役会の決議をもって決定することとしております。

【補充原則４－１－３ 最高経営責任者（CEO）等の後継者計画】　

当社では、取締役会や経営会議などあらゆる意思決定の場で最高経営責任者(CEO)等に求められる能力や考え方を審議・検討することで、候補
者たる取締役が将来的にそのような能力や考え方を十分に充足できるようにその育成を図っております。

なお、社外取締役で構成される評価報酬委員会が、その育成状況も踏まえて業務執行状況を監督し、その内容を定期的に取締役会に報告してお
ります。

また、次期最高経営責任者(CEO)等を選任する場合は、評価報酬委員会が社長の策定する候補者選任案を審議し、審議結果を取締役会に意見
具申の上、最終的に取締役会にて決議されます。

【補充原則４－３－２、補充原則４－３－３ 最高経営責任者（CEO）選解任の客観性・適時性・透明性ある手続】

当社では、次期最高経営責任者（代表取締役社長）を選任する場合は、社外取締役で構成される評価報酬委員会が候補者選任案を審議し、その
結果を取締役会に意見具申します。また、解任する場合も、業績や企業価値向上への貢献状況等を踏まえた最高経営責任者の機能を評価報酬
委員会で評価して、その結果を取締役会に意見具申します。取締役会ではそれらの内容を十分に尊重して審議、決定することで、最高経営責任
者を選解任する際の手続きの客観性・適時性・透明性を確保します。

【原則４－８ 独立社外役員の有効な活用】

当社では、定款の定めにより取締役の員数の上限を10名としており、現状６名の体制を取っております。適切に経営の監督を行うために、事業特
性や事業規模等を勘案のうえ、最適な人数の取締役を選任しており、このうち社外取締役については、一定の発言力の確保の観点から、過半数
を確保しております。

なお、社外取締役及び社外監査役の選任においては独立性を重視しており、当社が定める社外役員の独立性判断基準を満たし、当社の成長戦
略に必要な専門性と豊富な経験を持つ候補者を選任しております。なお「当社の社外取締役及び社外監査役の独立性基準」に関する詳細は、有
価証券報告書に記載しております。

【原則４－９ 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、原則４－８に記載のとおり、「当社の社外取締役及び社外監査役の独立性基準」を定
め、会社から独立した客観的・中立的な立場のもと、一般株主との利益相反を生じるおそれがないものと判断した上で選任しております。

【補充原則４－11－１ 取締役会の実効性確保のための前提条件】

当社の取締役会は、定款で定める員数の範囲内（10名以内）で、各事業に関する知識、経験、能力等のバランス及び多様性に配慮しつつ、取締
役会における実質的な議論を確保する観点から適切と考えられる員数で構成することを基本的な考え方としており、社外取締役４名を含む計６名
で構成しております。また、社外取締役は、会社法上の社外性要件に加え、「当社社外役員の選任に関する方針」を定め、一般の株主との間で利
益相反の生じる恐れがないと判断される者から選任を行っております。なお「当社社外役員の選任に関する方針」に関する詳細は、有価証券報告
書に記載しております。

【補充原則４－11－２ 役員が他の上場会社の役員を兼任する場合における兼任状況】

当社の社外取締役４名のうち２名が、他の上場会社（１社）の社外取締役を兼任しており、また、社外監査役２名のうち１名が他の上場会社（１社）
の社外監査役を兼任しておりますが、その兼任数は、取締役、監査役の役割を適切に果たすための時間・労力確保の観点から、合理的な数の範
囲内であります。

なお、取締役及び監査役の「重要な兼職の状況」につきましては、株主総会招集ご通知に記載しております。

【補充原則４－11－３取締役会全体の実効性の分析・評価】

当社は、企業活動を支えるすべてのステークホルダーの利益を重視しており、その確保、拡大を図るために当社取締役会は、企業理念である「感
謝と喜び」の実現と企業価値の永続的な増大に努めております。その取り組みの一環として、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の重要課題と
位置付け、経営の健全性及び透明性の更なる確保を図るために、取締役会の実効性についての分析・評価を実施しております。以下に2019年度
の実施概要についてご報告いたします。

1. 分析・評価の方法

社外を含む全取締役・監査役に対して本分析・評価の趣旨を説明の上、以下２の項目についてアンケートを実施いたしました。なお、2020年２月に
取締役会に対して、アンケート集計結果と第三者による評価の報告を実施し、評価結果の分析及び認識された課題の共有を行うとともに、より実
効性の高い取締役会の実現に向けた今後の取り組み等について、活発で建設的な討議を実施いたしました。

2. 評価項目

・取締役会全体の実効性に関する事項

・取締役・監査役自身の職務執行に関する事項

・取締役会の構成に関する事項

・取締役会の運営状況に関する事項

・取締役会の審議に関する事項

・取締役・監査役への支援等に関する事項

3.評価結果

前述の評価プロセスにより、評価項目全般にわたり適切であることが以下のとおり確認され、取締役会の実効性は確保できていると評価いたしま
した。

・取締役会は事業内容・規模に照らして適切な規模であり、かつ、取締役の構成としても知識・経験等において十分な多様性を備えている。また、
全取締役５名中３名の独立社外取締役を選任しており、会社の業務執行に関する客観的かつ総合的な意思決定を行うための体制が整備されて
いる。



・取締役会は、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営の基本方針や重要事項に関する審議項目を的確に設定し、議
長の適切な議事運営のもとで十分に審議を行い、決定している。

・取締役会は、法令、定款、取締役会規程に則り適正に運営され、自由闊達で建設的な議論・意見交換が行われている。さらに取締役会の意思
決定に基づき、各取締役の職務執行が適切になされている。

4. 今後の対応等について

当社取締役会は、今回の「取締役会の実効性に関する分析・評価」を踏まえ、以下の《今後必要な取り組み》に関する検討及び対応を重点的に進
めることにより、今後も取締役会の実効性確保に一層努め、最良のコーポレート・ガバナンスの実現と更なる企業価値の向上を目指してまいる所
存です。

　

　《今後必要な取り組み》

(1)共通認識に基づく本質的な議論を可能とし、社外取締役の多様な識見等を最大限に活かすことのできる取締役会の機能の維持・向上を図るた
め、当社グループ事業運営に関わる業界状況、社会的背景や事業戦略等に関する社外取締役への情報提供の仕組みや研修機会等の充実、整
備をさらに進めること。

(2)コンプライアンス、財務報告に係る内部統制やリスク管理等に対応する当社グループ内各委員会とのさらなる連携強化を図り、それらに関する
適切な情報共有や提供に努めること。

(3)グループ各社の事業運営（成果の達成状況・リスクの管理状況等）に関する取締役会への報告を充実させ、グループガバナンスの実効性確保
を図り、今後のグループ経営戦略に活かすこと。

【補充原則４－14－２ 取締役のトレーニングの方針】

取締役及び監査役が、その役割・責務を適切に果たすために必要な研修及び情報提供を適宜実施します。具体的には年１回以上、経営に必要な
知識の習得、能力向上を目的とした研修を実施するとともに、重要な法令改正時には弁護士等の外部有識者を講師に迎えた研修を実施していま
す。また、就任後には事業内容・財務・組織などの理解を深めるための関連情報の提供と意見交換の場を設けております。

【原則５－１ 株主との建設的な対話に関する方針】

株主との対話（面談）は、代表取締役社長（ＣＥＯ）による統括のもと、ＩＲ担当部門であるインベスターリレーションズ室が行います。なお、対話の目
的及び面談者の属性を考慮のうえ、必要に応じて代表取締役社長が対応いたします。 ＩＲ担当部門は、関連部門との定期的な情報共有を実施す

ることで、株主に対する十分な情報の提供と円滑な対話の実施に努めます。また、建設的な対話を促進するため、株主構造の把握に努めます。

個別面談以外の対話の手段として、代表取締役による機関投資家向け決算説明会や個人投資家向け会社説明会を実施しております。また、当
社ウェブサイトにＩＲに関する問い合わせページを設けております。 対話において把握された株主の意見・懸念については、取締役会や経営会議

等において随時、代表取締役から経営陣幹部にフィードバックいたします。 対話に際しては、ディスクロージャーポリシー及びインサイダー取引防

止規程に則り、インサイダー情報に該当する内部情報の管理を徹底いたします。

ＩＲ・お問い合わせ　https://www.broadleaf.co.jp/form/

ディスクロージャーポリシー　https://www.broadleaf.co.jp/ir/policy/

２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

ザ　バンク　オブ　ニューヨーク　メロン　140051

（常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部）
6,747,300 7.40

ノーザン　トラスト　カンパニー　エイブイエフシー　リ　フィデリティ　ファンズ

（常任代理人香港上海銀行東京支店　カストディ業務部）
5,960,271 6.54

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 5,440,100 5.97

資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口） 3,716,200 4.08

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 1,967,800 2.16

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,903,600 2.09

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 1,832,800 2.01

ザ　バンク　オブ　ニューヨーク　133652

（常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部）
1,677,800 1.84

ザ　バンク　オブ　ニューヨーク　133612

（常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部）
1,660,000 1.82

ザ　バンク　オブ　ニューヨーク　134105

（常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部）
1,400,000 1.54

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明



１．上記のほか、自己株式が6,753,063株あります。

２．日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、5,440,100株であります。

３．資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、3,716,200株であります。

４．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５）の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、1,967,800株であります。

５．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、1,903,600株であります。

６．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、1,832,800株であります。

７．「株式給付信託（BBT）」及び「株式給付信託（J-ESOP）」制度を導入しており、当該制度の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社
（信託Ｅ口）が所有する株式3,716,200株については、連結財務諸表において自己株式として表示しております。

８．2019年８月７日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、エフエムアール　エルエルシーが2019年７月31日現
在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、
上記大株主の状況には含めておりません。

なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。

【エフエムアール エルエルシー】

保有株券等の数　7,216,870株　株券等保有割合　7.37％

９．2019年９月６日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、みずほ信託銀行株式会社並びにその共同保有者で
あるみずほ証券株式会社及びアセットマネジメントOne株式会社が2019年８月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、
当社として2019年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。

【みずほ信託銀行株式会社】

保有株券等の数　3,716,200株　株券等保有割合　3.80％

【みずほ証券株式会社】

保有株券等の数　369,300株　株券等保有割合　0.38％

【アセットマネジメントOne株式会社】

保有株券等の数　4,427,200株　株券等保有割合　4.52％

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 12 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され

ている人数
4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

鬼澤　盛夫 他の会社の出身者

高田　坦史 他の会社の出身者

伊串　久美子 他の会社の出身者

田中　里沙 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



鬼澤　盛夫 ○ ―――

同氏は、オートデスク株式会社等の代表取締
役を歴任され、ソフトウェア開発・販売等のＩＴ企
業及びグローバル企業の経営者として活躍し、
当社事業に関連する業界について専門的知識
や豊富な経験を有しており、当社の経営全般
に対して、様々な観点からの助言を得ることが
期待できるため、社外取締役として選任してお
ります。

また、会社から独立した客観的かつ中立的な
立場のもと、一般株主との利益相反を生じるお
それがないため、独立役員として指定していま
す。

高田　坦史 ○ ―――

同氏は、トヨタ自動車株式会社にて宣伝、販
売、マーケティング等のマネジメントに長らく携
わり、同社役員や同社グループの営業・マーケ
ティング関連会社の代表取締役等を歴任され、
さらに中小企業の経営支援を手掛ける法人の
トップとしても活躍され、様々な事業の振興に
ついて専門的知識や豊富な経験を有しており、
当社の経営全般に対して、様々な観点からの
助言を得ることが期待できるため、社外取締役
として選任しております。

また、会社から独立した客観的かつ中立的な
立場のもと、一般株主との利益相反を生じるお
それがないため、独立役員として指定していま
す。なお、当社は高田坦史氏が務めたトヨタ自
動車株式会社及びその関連会社との取引がご
ざいますが、当社の取引額に占める割合は
１％未満となっております。

伊串　久美子 ○ ―――

同氏は、経営コンサルティングのキャリアを積
まれた後、日本ヒューレット・パッカード株式会
社等にて経営企画、海外市場展開等の業務に
従事され、さらにハーバード大学公共政策大学
院行政学修士号（MPA）を取得され、企業経営
に留まらない広範な専門的知識や豊富な経験
を有しており、当社の経営全般に対して、様々
な観点からの助言を得ることが期待できるた
め、社外取締役として選任しております。

また、会社から独立した客観的かつ中立的な
立場のもと、一般株主との利益相反を生じるお
それがないため、独立役員として指定していま
す。

田中　里沙 ○ ―――

同氏は、企業宣伝・マーケティングの実務に加
え、業界雑誌・新聞の編集主幹として活躍さ
れ、さらに事業構想大学院大学の学長として多
様な人材のマネジメント、産学連携を経験され
ているほか、長年にわたって政策提言等に関
わられており、広報・リスクマネジメント等を含
むブランドコミュニケーションのほか、企業経営
に留まらない広範な専門的知識や豊富な経験
を有しており、当社の経営全般に対して、様々
な観点からの助言を得ることが期待できるた
め、社外取締役として選任しております。

また、会社から独立した客観的かつ中立的な
立場のもと、一般株主との利益相反を生じるお
それがないため、独立役員として指定していま
す。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

― ― ― ― ― ― ― ―



報酬委員会に相当
する任意の委員会

評価報酬委員会 4 0 0 4 0 0
社外取
締役

補足説明

当社は指名委員会等設置会社ではありませんが、取締役会が指名した社外取締役により構成された「評価報酬委員会」を設置し、取締役及び執
行役員の目標、評価及び報酬等の内容に係る方針等につき提言・助言をいたしております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役会は、社外監査役２名を含む監査役３名により構成され、定期的に開催されており、第11期は12回開催されております。

また、各監査役は、監査計画に基づき、会計監査人及び内部監査室と連携のもと、経営の透明性を支える体制を整備しております。

なお、内部監査室は６名で構成されており、同室は、社内各部門及び子会社を対象として、法令、定款及び社内規程等に基づき、適法・適正に

業務が行われているか内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、担当取締役、監査役に説明しております。当社では、
内部監査室、監査役、会計監査人が意見交換を行い、連携して業務運営状況を監視して、問題点の把握、指摘、改善勧告を行っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

西本　強 他の会社の出身者

尾﨑　英外 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



西本　強 ○ ―――

同氏は、会社法関連訴訟やグループ再編等、
経営者に近い立場で多くの企業運営案件に携
わり、企業法務の専門家として専門的知識や
豊富な経験を有しており、監査役監査の機能
強化を中心に、当社の経営全般に対して、
様々な観点からの助言を得ることが期待できる
ため、社外監査役として選任しております。

また、会社から独立した客観的かつ中立的な
立場のもと、一般株主との利益相反を生じるお
それがないため、独立役員として指定していま
す。

尾﨑　英外 ○ ―――

同氏は、トヨタ自動車株式会社にて経理、財務
等のマネジメントに長らく携わり、同社役員や同
社グループの財務関連会社の代表取締役を歴
任され、さらにあいおい損害保険株式会社の会
長職も担われ、経理、財務の分野や企業経営
全般において、自動車業界に留まらない豊富
な専門知識や経験を有しており、当社の経営
全般に対して、様々な観点からの助言を得るこ
とが期待できるため、社外監査役として選任し
ております。

また、会社から独立した客観的かつ中立的な
立場のもと、一般株主との利益相反を生じるお
それがないため、独立役員として指定していま
す。

なお、当社は尾﨑英外氏が務めたトヨタ自動車
株式会社及びその関連会社との取引がござい
ますが、当社の取引額に占める割合は１％未
満となっております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

当社では、社外役員全員が、当社の定める社外役員の独立性に関する基準を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独
立性を有していると判断したため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

なお、社外役員の独立性に関する基準につきましては、有価証券報告書に記載のとおりです。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

当社では、ストックオプション制度に加え、業績連動型株式報酬制度及び譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。

2016年度より導入した業績連動型株式報酬制度は、取締役及び執行役員に対し、信託を通じ、各事業年度ごとの業績目標（売上高・営業利益な
ど）の達成度合い等に応じて当社株式を付与するインセンティブプランです。

また、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めるため、2019年度より同対象者に対し
て譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員

該当項目に関する補足説明

当社では、業績向上と、企業価値の増大への貢献意識向上を目的にストックオプションとしての新株予約権を付与しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示

該当項目に関する補足説明



有価証券報告書において、取締役（社外取締役を除く）及び社外役員に区分し、支給人員及び支給総額を開示しております。また、報酬等の総

額が1億円を超える役員については個別に開示を行っております。

さらに株主総会招集ご通知において、取締役（うち、社外役員）に区分し、支給人員及び支給総額を開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

株主総会において報酬の限度額を決議し、その限度額内での報酬額の決定に際し、取締役については評価報酬委員会に一任され、監査役につ
いては監査役会の協議によってそれぞれ決定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

当社社外取締役及び社外監査役をサポートする体制として、総務部内に社外取締役及び社外監査役をサポートする担当者を設置し、社外取締
役または社外監査役の求めにより、監督または監査に必要な社内情報を提供しています。また、取締役会開催前に内容をより深く把握することを
目的として、取締役会の資料を取締役会構成メンバー全員が電子メール等で事前に共有できる体制を構築しております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名

その他の事項

現状、当社には相談役はおりませんが、役員等を退任した者で当社が助言、指導を委嘱する場合、取締役会で審議の上、相談役を選任いたしま
す。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

取締役会については、社外取締役４名を含む取締役６名で構成されており、意思決定機関としての透明性、公平性を確保しております。当社は、
取締役会を原則月１回開催しており、さらに必要に応じて臨時取締役会を開催しています。また、会社法及び取締役会規程に定められた取締役
会決議事項以外についても、職務権限規程及び業務分掌規程等に従い、機動的に意思決定することにより、経営における情報・判断・決定・実行
の共有化を図るとともに、経営の迅速性を確保しております。

当社は、経営の監督機能と執行機能の分離を行うことを目的とし、業務執行担当として執行役員制度を導入しており、14名の執行役員を任命して
おります。執行役員制度を導入することにより意思決定を迅速に行い、同時に経営責任を明確にしています。また、担当執行役員の業務執行の
諮問機関として、毎月定例の経営会議を実施しており、必要に応じて執行役員間での情報共有を図ることで経営監督機能及び業務執行機能の両
面を強化し、経営の透明性、効率性並びに健全性を向上してまります。

さらに、当社のリスク管理体制といたしましては、「リスク・コンプライアンス委員会」、「個人情報保護委員会」を設置・運営しております。今後、その
他業務執行上必要な特定事項につきましても、必要に応じ委員会を設置してまいります。

なお、職務権限規程及び業務分掌規程において、決裁権限及び職務分掌を明確化し、重要な意思決定については、毎月の取締役会にて決定し
ております。また、業務執行上疑義が生じた場合は、必要に応じて適宜、弁護士、社会保険労務士等の第三者に対して、助言を仰いでおります。

当社は監査役制度を採用しております。監査役会は、社外監査役２名を含む監査役３名により構成され、原則月１回開催しています。また、各

監査役は、監査計画に基づき、会計監査人及び内部監査室と連携のもと、経営の透明性を支える体制を整備しております。

会計監査人の状況につきましては、業務を執行した公認会計士２名及び補助者15名（公認会計士９名、その他６名）で監査業務を実施しておりま
す。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は監査役設置会社であり、社外取締役４名及び社外監査役２名を独立役員に指定しております。意思決定の適正性、迅速性を確保するとと
もに、適切な経営監視機能を発揮できる体制を構築し、企業価値の向上と説明責任を十分に果たせる体制の維持を目的としております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送

可能な範囲で法定期日より早い時期（３週間前）に発送しております。

また、招集ご通知の発送に先駆け、当社ウェブサイトにおいて招集通知を早期掲載してお
ります。

第10期定時株主総会　2019年２月22日（金）、第11期定時株主総会　2020年３月３日（火）

集中日を回避した株主総会の設定 12月31日を決算日としているため、提示株主総会を３月に開催しております。

電磁的方法による議決権の行使
当社指定の議決権行使ウェブサイトにて議決権を行使することが可能なよう対応しており
ます。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームを利用し、機関投資家の皆様が
議決権を行使することが可能なよう対応しております。

招集通知（要約）の英文での提供
英文による招集ご通知の要約版を当社ウェブサイトに掲載しております。

第10期定時株主総会　2019年３月６日（水）、第11期定時株主総会　2020年３月４日（水）

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 ディスクロージャーポリシーを策定し、当社ウェブサイトにて公表しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催 代表取締役社長による説明会を定期的（年１回）に開催しております。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

第２四半期、第４四半期に決算説明会を実施しております。

また、第１四半期、第３四半期に電話会議による説明会を実施しております。
あり

IR資料のホームページ掲載
当社コーポレートサイトにIR情報ページを設け、法定開示、適時開示情報等を
随時掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
IR専任のインベスターリレーションズ室を設け、投資家とのコミュニケーション
活動を実施しております。

その他
上記以外の施策として、機関投資家との個別ミーティング及びスモールミーティ
ング等を積極的に実施しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

企業理念・経営方針・行動基準、倫理・コンプライアンス管理規程及び倫理・コンプライアン
スガイドブックにおきまして、ステークホルダーに対する責任について定めており、全従業
員に対して周知・徹底を行っております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
当社ウェブサイトに環境保全活動や文化支援活動について、その考え方や主な取り組み
等を掲載しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

ディスクロージャーポリシーを策定し、当社ウェブサイトにて公表しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、業務の適正を確保するための必要な体制を整備し、適切に運用していくことが経営の重要な責務であると認識し、「内部統制システムの
整備に関する基本方針」を制定しております。

１．当社及び当社の子会社（以下、「当社グループ」という。）の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制

　・　取締役会は、法令・定款・取締役会規程等に基づき、経営に関する重要事項を決定するとともに、当社グループの取締役の職務執行を監督
する。

　・　監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、監査役監査基準等に基づき当社グループの取締役の職務の執行を監督する。

　・　当社グループの役職員が法令・定款を遵守し、健全な社会規範のもとにその職務を遂行するため、倫理・コンプライアンス管理規程を制定す
る。また、当社グループの役職員に対し、遵守すべき社会規範、各種法令、当社就業規則並びにその他の諸規程の遵守について周知徹底する。

２．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制並びに当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への
報告に関する体制　　　

当社の取締役の職務執行に係る情報については、法令及び社内規程に基づき保存及び管理を行う。

また、当社は関係会社管理規程及び当該規程に基づく関係会社管理要領において報告事項を定め、必要に応じて当社の子会社に取締役会　　
で報告を求める。

３．当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社はリスク管理体制を構築するための危機管理に関連して、当社グループ全てに適用する諸規程を定め、平常時からリスクの低減又は危　　
機の未然防止に努めるとともに、重大な危機が発生した場合の即応体制を整備・維持する。

４．当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は毎月１回の定例取締役会及び必要に応じて適宜、臨時取締役会を開催し、重要事項に関し、取締役の職務の執行を適正かつ効率的に行
う。また、取締役会にて定められた経営方針に基づき、執行役員を含め具体的な施策の実施を図る。なお、当社の子会社においても毎四半期の
定例取締役会を開催し、重要事項に関し、取締役の職務の執行を適正かつ効率的に行う。

５．当社グループから成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社グループにおける業務の適正を確保するため、当社グループ全てに適用する行動方針として、企業理念・経営方針・行動基準及び倫理・コン
プライアンス管理規程を示し、これを基礎として、当社グループ各社で諸規程を定めることとする。なお、当社グループの経営については、当社か
ら取締役及び監査役を派遣し、当社の子会社の経営執行をモニタリングの上、子会社の業務の適正を確保する。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性
の確保に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合は、必要に応じて当社の使用人から監査役の指揮命令に従うスタッフを置くこととし、
当該人事に関して監査役会の同意の下に、取締役との意見交換を行い慎重に検討する。

７．当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制並びにその他監査役の監査が
実効的に行われることを確保するための体制

当社グループの取締役、執行役員及び使用人は監査役に対して、法定の事項に加え監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行　　　
う。また、監査役と代表取締役、会計監査人及び内部監査部門等との定期的な意見交換会を設定する。

８．監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、監査役へ報告を行った当社グループの取締役、執行役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを
禁止する旨を公益通報者保護規程に定め、当社グループの取締役、執行役員及び使用人に周知徹底する。

９．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る
方針に関する事項

監査役の職務の執行について必要と認められる費用について予算化し、その前払い等の請求があるときは当該請求が適正でない場合を除き、速
やかに当該請求に応じる。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、反社会的勢力排除のため、倫理・コンプライアンス管理規程の定めにおいて、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、経済活動の障害と
なる反社会的勢力とは関係を有しないことを基本方針としております。また、反社会的勢力の定義及び取引先管理マニュアル等に照らし合わせ、
新規取引先が反社会的勢力でないことを確認するとともに、当社役職員及び既存取引先が反社会的勢力でないことを定期的に確認し、反社会的
勢力の排除策を講じております。

さらに、当社は社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に入会し、外部情報の収集や外部団体との連携を強化しております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

【コーポレート・ガバナンス体制の概要】

当社は、＜コーポレート・ガバナンス体制模式図＞に記載の体制にて、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。

【適時開示体制の概要】

当社は、＜適時開示に係わる社内体制模式図＞に記載の体制にて、会社情報の適時適切な開示に努めております。

また、当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。

１．会社情報の適時開示についての基本方針

会社情報の適時開示につきましては、取締役副社長を情報取扱責任者とし、インベスターリレーションズ室を適時開示に係る業務の担当部署と定
め、東京証券取引所の定める適時開示規則ならびに社内規程（適時開示規程）に従って、情報の開示を行っております。

また、適時開示規則に該当しない情報につきましても、経営の透明性向上及び当社に対する理解を高めると判断した情報につきましては、適時適
切な開示の実施に努めております。

２．当社に係る情報

(1) 決定事実に関する情報

重要な決定事項については、取締役会（原則月１回開催）または代表取締役、取締役及び執行役員等を中心に構成される経営会議において決定
しています。

決定された重要な事項については、適時開示規程に準拠し、開示の必要性を情報取扱責任者ならびにインベスターリレーションズ室及び関連部
署にて協議し、開示が必要となる場合には、速やかに開示手続きをとっています。

(2) 発生事実に関する情報

当社に重要事実または重要事実と推定される事実の発生、もしくはそれら事実の発生が想定される場合、当該事項の関係部署は速やかに情開
示責任者またはインベスターリレーションズ室へ連絡しています。

発生した重要な事項については、適時開示規程に準拠し、インベスターリレーションズ室はその内容を情報の関係部署に確認のうえ、情報取扱責
任者と協議し、開示が必要なる場合には、速やかに開示手続きをとっています。

(3) 決算に関する情報

決算に関する情報については、情報取扱責任者またはインベスターリレーションズ室は、経理部など関連部署と連携し、取締役会での承認・報告
の後、速やかに開示手続きをとっています。また、業績予想の修正等については、修正内容が明確になり次第、速やかに開示手続きをとっていま
す。

(4)法定開示に関する情報

金融商品取引法に基づく重要事実等の法定開示情報については、下記のとおり、電子開示システム（EDINET）を通じ関東財務局宛てに提出して
います。

　・有価証券報告書、四半期報告書、内部統制報告書、確認書については作成担当部署を経理部とし、同部署が提出を行っております。

　・臨時報告書、その他届出書類については、総務部、経理部、経営企画室などが、届出書類に応じて作成を担当し、経理部が提出を行っており
ます。

３．当社グループ会社に係る情報

当社グループ会社に係る重要な情報については、各グループ会社を管理する関係部署が速やかに情報取扱責任者またはインベスターリレーショ
ンズ室へ連絡し、開示が必要となる場合には、所定の手続きを経てインベスターリレーションズ室が速やかに開示手続きをとっています。




